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なお , 略語等は , 特に記載のある場合を除き , 準備書面等の例による。

書記

番号

書証の標目等

(作 成 者)

作成年月日 立 証 趣 旨

乙 1 山口県アマチュア無線ネ ッ

トワーク協議会ホームペー

ジ

(山ロ県アマチュア無線ネ

ッ トワーク協議会)

写 し H 18.8 27 ｢2006 山 口県総合防災

訓練趾宇部j において、

144MOE度 帯の電波を使用

して通信訓練を行った事

実。

乙 2 W澁pedia ｢電力線搬送通

信｣

写し H 195 .9 当該項目 に、 ｢偏っ た観

点によって記事が構成さ

れた可能性があります｣

旨の注記がなされている

事実。

乙 3 官報 (平成 1 8 年 1 0 月 4

日付け号外第 2 2 7号)

(国立印刷局)

写し H 18.10.4 電波法施行規則の一部を

改正する省令の内容等

乙 4 情報通信審議会答申

(情報通信審議会)

写 し H 1& 62 9 情報通信.三蔵△が高速電

力線搬送通信設備に係る

許容値及び測定法につい

て答申した内容等

‐ ] ‐



乙 5 高速電力線搬送通信に関す

る研究会報告書

(総務大臣)

写し H 171 2 高速電力線搬送通信と無

線利用との共存の可能性

及び共存条件等について

検討した結果の内容等

乙 6 報道資料

(総務省)

写し H 18 71 2 電波法施行規則の" 部を

改正する省令案等につい

て意見公募した内容

乙 7 報道資料

(総務省)

写 し H 18 91 3 電波法施行規則の一部を

改正する省令案等につい

て意見公募を行った結果

乙 8 はJapan 重点計画

(IT 戦略本部)

写し H 13.1 29 当該決定に、 ｢電力線搬

送通信設備に使用する周

波数帯域の拡大｣ が記載

されている事実及びその

内容

乙 9 ◇Japan 戦略江

(耳戦略本部)

写 し H 157 2 当該決定に、 ｢家庭内の

電力線の高速通信の活

用｣ 等が記載されている

事実及びその内容

乙 lo ◇Japan 重点計画‐2003

(IT 戦略本部)

写し H 158 8 当該決定に、 『家庭内の

電力線の高速通信^ の活

用 ｣ が記載されている事



美及びその内容

乙 n ◇Japa n 重点計画‐2004

(IT 戦略本部)

写し H 16 6 15 当該決定に、 ｢家庭内の

電力線の高速通信への活

用 ｣ 等が記載されている

事実及びその内容

乙 l2 IT 政策パ ッ ケージ易005

(IT 戦略本部)

写 し H 17.2.24 当該決定に、 ｢家庭内の

電力線の高速通信への活

用｣ が記載されている事

実及びその内容

乙 13 IT 新改革戦略

(IT 戦略本部)

写 し H 181 .19 当該決定に 、 PLC の よ

うな新たな ~ シ ステム等

の実現を図る ｣ 旨が記載

されている事実

乙 14 重点計画‐2006

(IT 戦略本部)

写 し H 18.7.26 当該決定に、 ｢家庭内の

電力線の高速通信への活

用｣ が記載されている事

実及びその内容

乙 15 2002 年度日本経団連規制

改革要望

(社団法人日本経済団体連

合会)

写 し H 14.10.15 当該要望に、 ｢電力線搬

送通信設備の高度化のた

めの環境整備｣ が記載さ

れている事実及びその内

美及びその内容

乙 15 2002 年度日本経団連規制 写 し H 14.10.15 当該要望

改革要望 送通信設備の高度化のた

(社団法人日本経済団体速 めの環境整備｣ が記載さ

合会) れている事実及びその内



容

乙 16 2004 年度日本経団連規制

改革要望

(社団法人日本経済団体連

合会)

写 し H 16.11 16 当該要望に、 ｢2M正乾 ~

30MDE度 の短波帯を利用

する高速電力線搬送通信

の商用化に向けた、 関係

法令の早期改正｣ が記載

されている事実及びその

内容

乙 17
M
2005 年度日本経団連規制

改革要望

(社団法人日本経済団体連

合会)

写 し モI17.6･21 当該要望に、 ｢高速電力

線搬送通信の早期実用

化｣ が掲載されている事

実及びその内容


